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公

告

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
六
戸
都
市
計
画

区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
の

で
、
青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則

(

平
成
十
六
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
一
号)

第
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
の
日
時

平
成
二
十
二
年
五
月
十
二
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

二

開
催
の
場
所

六
戸
町
役
場

二
階
大
会
議
室

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
前
谷
地
六
〇

三

案
件

六
戸
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案

(

以
下

｢

都
市
計
画
変
更

案｣

と
い
う
。)

四

公
述
の
申
出
等

１

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に

住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
別
記
様
式
に
よ
る
書
面
を
知
事
に
提
出
し
て
、
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
六
戸
町
の
区

域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
す
る
。

３

書
面
の
提
出
期
限

平
成
二
十
二
年
五
月
七
日
ま
で
に
到
着
の
こ
と
。

４

書
面
の
提
出
先

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

六
戸
町
企
画
財
政
課

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
前
谷
地
六
〇

５

公
述
人
の
選
定

書
面
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
選
定
し
、
そ
の
旨
を
本
人
あ
て
通
知
す
る
。

五

都
市
計
画
変
更
案
の
概
要
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六

都
市
計
画
変
更
案
の
閲
覧

都
市
計
画
変
更
案
は
、
次
の
と
お
り
閲
覧
に
供
す
る
。

１

閲
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

六
戸
町
企
画
財
政
課

２

閲
覧
期
間

平
成
二
十
二
年
四
月
十
七
日
か
ら
同
年
五
月
七
日
ま
で

３

閲
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
五
戸
都
市
計
画

区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
の

で
、
青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則

(

平
成
十
六
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
一
号)

第
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
の
日
時

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

午
後
四
時
か
ら

二

開
催
の
場
所

五
戸
町
立
公
民
館

三
階
第
三
研
修
室

三
戸
郡
五
戸
町
字
下
モ
沢
向
八
の
二

三

案
件

五
戸
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案

(

以
下

｢

都
市
計
画
変
更

案｣

と
い
う
。)

四

公
述
の
申
出
等

１

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に

住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
別
記
様
式
に
よ
る
書
面
を
知
事
に
提
出
し
て
、
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
五
戸
町
の
区

域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
す
る
。

３

書
面
の
提
出
期
限

平
成
二
十
二
年
五
月
七
日
ま
で
に
到
着
の
こ
と
。

４

書
面
の
提
出
先

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

五
戸
町
建
設
課

三
戸
郡
五
戸
町
字
古
舘
二
一
の
一

５

公
述
人
の
選
定

書
面
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
選
定
し
、
そ
の
旨
を
本
人
あ
て
通
知
す
る
。

五

都
市
計
画
変
更
案
の
概
要

青 森 県 報平成22年４月16日 金曜日 号外第37号 �� �
六
戸
都
市
計
画
道
路
の
変
更
(青
森
県
決
定
)

都
市
計
画
道
路
中
３
・
５
・
１
号
犬
落
瀬
中
央
線
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
｡

都
市
計
画
道
路
中
３
・
５
・
２
号
犬
落
瀬
舘
野
線
を
廃
止
す
る
｡

種別

名
称

位
置

区
域

構
造

備
考

番
号

路
線
名

起
点

終
点

主
な

経
過
地

延
長

構
造
形
式

車
線
の
数

幅
員

地
表
式
の
区
間
に
お
け
る

鉄
道
等
と
の
交
差
の
構
造

幹線街路
3・
5・
1

犬
落
瀬
中
央

線
六
戸
町
大
字
犬

落
瀬
字
押
込

六
戸
町
大
字
犬

落
瀬
字
千
刈
田
六
戸
町
大
字
犬

落
瀬
字
後
田

約
900ｍ

地
表
式

２
車
線

12ｍ
幹
線
街
路
と
平
面
交
差

２
箇
所

｢区
域
及
び
構
造
は
計
画
図
表
示
の
と
お
り
｣

理
由

本
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
土
地
利
用
を
勘
案
し
､
街
路
網
を
検
討
し
た
結
果
､
本
案
の
よ
う
に
計
画
し
､
都
市
機
能
の
維
持
及
び
増
進
を
図
る
も
の
で
あ
る
｡
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六

都
市
計
画
変
更
案
の
閲
覧

都
市
計
画
変
更
案
は
、
次
の
と
お
り
閲
覧
に
供
す
る
。

１

閲
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

五
戸
町
建
設
課

２

閲
覧
期
間

平
成
二
十
二
年
四
月
十
七
日
か
ら
同
年
五
月
七
日
ま
で

３

閲
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
鶴
田
都
市
計
画

区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
の

で
、
青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則

(

平
成
十
六
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
一
号)

第
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
の
日
時

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

二

開
催
の
場
所

鶴
田
町
役
場

国
際
交
流
会
館
二
〇
二
会
議
室

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
早
瀬
二
〇
〇

の
一

三

案
件

青 森 県 報������	
�� �� 号外第37号�� �
五
戸
都
市
計
画
道
路
の
変
更
(青
森
県
決
定
)

都
市
計
画
道
路
中
３
・
３
・
１
号
扇
田
上
新
井
田
線
ほ
か
２
路
線
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
｡

都
市
計
画
道
路
中
３
・
４
・
３
号
上
新
井
田
追
分
線
を
廃
止
す
る
｡

種別

名
称

位
置

区
域

構
造

備
考

番
号

路
線
名

起
点

終
点

主
な

経
過
地

延
長

構
造
形
式

車
線
の
数

幅
員

地
表
式
の
区
間
に
お
け
る

鉄
道
等
と
の
交
差
の
構
造

幹線街路

3・
3・
1

扇
田
上
新
井

田
線

五
戸
町
大
字
扇

田
字
長
下
タ

五
戸
町
字
上
新

井
田

字
古
街
道
長
根

約
4,510ｍ

地
表
式

４
車
線

27m

幹
線
街
路
３
･４
･５
号
工
業

団
地
北
線
､
３
･４
･４
号
二

本
柳
古
館
線
､
３
･５
･５
号

古
街
道
長
根
沢
向
線
､
３
･

５
･４
号
中
ノ
沢
鍜
冶
屋
窪

上
ミ
線
､
３
･４
･３
号
上
新

井
田
追
分
線
と
立
体
交
差

3・
4・
4

二
本
柳
古
館

線
五
戸
町
字
二
本

柳
五
戸
町
字
古
館

下
川
原

字
正
場
沢

約
2,840ｍ

地
表
式

２
車
線

16m
幹
線
街
路
３
･３
･１
号
扇
田

上
新
井
田
線
と
立
体
交
差

幹
線
街
路
と
平
面
交
差

４
箇
所

3・
5・
4

中
ノ
沢
鍜
冶

屋
窪
上
ミ
線
五
戸
町
字
中
ノ

沢
五
戸
町
字
鍜
冶

屋
窪
上
ミ

字
下
大
町

約
2,520ｍ

地
表
式

２
車
線

12m
幹
線
街
路
３
･３
･１
号
扇
田

上
新
井
田
線
と
立
体
交
差

幹
線
街
路
と
平
面
交
差

５
箇
所

｢区
域
及
び
構
造
は
計
画
図
表
示
の
と
お
り
｣

理
由

本
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
土
地
利
用
を
勘
案
し
､
街
路
網
を
検
討
し
た
結
果
､
本
案
の
よ
う
に
計
画
し
､
都
市
機
能
の
維
持
及
び
増
進
を
図
る
も
の
で
あ
る
｡
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鶴
田
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案

(

以
下

｢

都
市
計
画
変
更

案｣

と
い
う
。)

四

公
述
の
申
出
等

１

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に

住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
別
記
様
式
に
よ
る
書
面
を
知
事
に
提
出
し
て
、
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
鶴
田
町
の
区

域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
す
る
。

六

都
市
計
画
変
更
案
の
閲
覧

都
市
計
画
変
更
案
は
、
次
の
と
お
り
閲
覧
に
供
す
る
。

１

閲
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

鶴
田
町
建
設
整
備
課

２

閲
覧
期
間

平
成
二
十
二
年
四
月
十
七
日
か
ら
同
年
五
月
七
日
ま
で

３

閲
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

３

書
面
の
提
出
期
限

平
成
二
十
二
年
五
月
七
日
ま
で
に
到
着
の
こ
と
。

４

書
面
の
提
出
先

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

鶴
田
町
建
設
整
備
課

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
早
瀬
二
〇
〇
の
一

５

公
述
人
の
選
定

書
面
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
選
定
し
、
そ
の
旨
を
本
人
あ
て
通
知
す
る
。

五

都
市
計
画
変
更
案
の
概
要

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
六
ヶ
所
都
市
計

画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る

の
で
、
青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則

(

平
成
十
六
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
一
号)

第
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
の
日
時

平
成
二
十
二
年
五
月
十
二
日

午
後
三
時
か
ら

青 森 県 報平成22年４月16日 金曜日 号外第37号 �� �

鶴
田
都
市
計
画
道
路
の
変
更
(青
森
県
決
定
)

都
市
計
画
道
路
中
３
・
４
・
２
号
駅
通
り
線
ほ
か
１
路
線
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
｡

都
市
計
画
道
路
中
３
・
４
・
３
号
押
上
中
泉
線
及
び
３
・
５
・
２
号
東
笹
森
相
原
線
を
廃
止
す
る
｡

種別

名
称

位
置

区
域

構
造

備
考

番
号

路
線
名

起
点

終
点

主
な

経
過
地

延
長

構
造
形
式

車
線
の
数

幅
員

地
表
式
の
区
間
に
お
け
る

鉄
道
等
と
の
交
差
の
構
造

幹線街路

3・
4・
2

駅
通
り
線

鶴
田
町
大
字
鶴

田
字
前
田

鶴
田
町
大
字
鶴

田
字
生
松

大
字
鶴
田
字
生

松
約
380m

地
表
式

２
車
線

17m
幹
線
街
路
と
平
面
交
差

２
箇
所

3・
5・
1

菖
蒲
川
新
田

子
線

鶴
田
町
大
字
菖

蒲
川
字
前
田

鶴
田
町
大
字
鶴

田
字
相
原

大
字
鶴
田
字
早

瀬
約
2,730m

地
表
式

２
車
線

12m
幹
線
街
路
と
平
面
交
差

７
箇
所

｢区
域
及
び
構
造
は
計
画
図
表
示
の
と
お
り
｣

理
由

本
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
土
地
利
用
を
勘
案
し
､
街
路
網
を
検
討
し
た
結
果
､
本
案
の
よ
う
に
計
画
し
､
都
市
機
能
の
維
持
及
び
増
進
を
図
る
も
の
で
あ
る
｡



� �

二

開
催
の
場
所

六
ヶ
所
村
中
央
公
民
館

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
四
七
五

三

案
件

六
ヶ
所
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案

(

以
下

｢

都
市
計
画
変

更
案｣
と
い
う
。)

四

公
述
の
申
出
等

１

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に

住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
別
記
様
式
に
よ
る
書
面
を
知
事
に
提
出
し
て
、
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
六
ケ
所
村
、

横
浜
町
、
野
辺
地
町
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
す
る
。

３

書
面
の
提
出
期
限

平
成
二
十
二
年
五
月
七
日
ま
で
に
到
着
の
こ
と
。

４

書
面
の
提
出
先

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

六
ケ
所
村
企
画
調
整
課

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
四
七
五

横
浜
町
総
務
課

上
北
郡
横
浜
町
字
寺
下
三
五

野
辺
地
町
建
設
環
境
課

上
北
郡
野
辺
地
町
字
野
辺
地
一
二
三
の
一

５

公
述
人
の
選
定

書
面
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
選
定
し
、
そ
の
旨
を
本
人
あ
て
通
知
す
る
。

五

都
市
計
画
変
更
案
の
概
要

青 森 県 報������	
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六
ヶ
所
都
市
計
画
道
路
の
変
更
(青
森
県
決
定
)

都
市
計
画
道
路
中
３
・
２
・
１
号
尾
駮
倉
内
線
ほ
か
３
路
線
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
｡

都
市
計
画
道
路
中
３
・
２
・
４
号
工
業
地
区
幹
線
を
廃
止
す
る
｡

種別

名
称

位
置

区
域

構
造

備
考

番
号

路
線
名

起
点

終
点

主
な

経
過
地

延
長

構
造
形
式

車
線
の
数

幅
員

地
表
式
の
区
間
に
お
け
る

鉄
道
等
と
の
交
差
の
構
造

幹線街路

3・
2・
1

尾
駮
倉
内
線
六
ケ
所
村
大
字

倉
内
字
前
谷
地
六
ケ
所
村
大
字

尾
駮
字
猿
子
沢
大
字
鷹
架
字
道

ノ
下

約
22,820ｍ

地
表
式

４
車
線

30m

車
線
数
の
内
訳

４
車
線

約
19,720ｍ

２
車
線

約
3,100ｍ

構
造
形
式
の
内
訳

六
ケ
所
村
大
字

鷹
架
字
道
ノ
上
六
ケ
所
村
大
字

鷹
架
字
道
ノ
上

約
400ｍ

嵩
上
式

30m

六
ケ
所
村
大
字

鷹
架
字
道
ノ
上
六
ケ
所
村
大
字

鷹
架
字
発
茶
沢

約
570ｍ

嵩
上
式

30m

六
ケ
所
村
大
字

尾
駮
字
上
尾
駮
六
ケ
所
村
大
字

尾
駮
字
弥
栄
平

約
420ｍ

嵩
上
式

30m

六
ケ
所
村
大
字

尾
駮
字
上
尾
駮
六
ケ
所
村
大
字

尾
駮
字
上
尾
駮

約
550ｍ

掘
割
式

30m

六
ケ
所
村
大
字

尾
駮
字
野
附

六
ケ
所
村
大
字

尾
駮
字
野
附

約
360ｍ

掘
割
式

16m

約
20,520ｍ

地
表
式

16～
30m

幹
線
街
路
３
･２
･２
号
東
西

幹
線
､
３
･２
･３
号
鷹
架
南

幹
線
､
３
･３
･１
号
千
歳
鷹

架
線
と
立
体
交
差

幹
線
街
路
と
平
面
交
差

９
箇
所

3・
2・
2

東
西
幹
線

六
ケ
所
村
大
字

尾
駮
字
沖
付

六
ケ
所
村
大
字

尾
駮
字
二
又

六
ケ
所
村
大
字

尾
駮
字
上
弥
栄

約
11,160ｍ

地
表
式

４
車
線

30m
幹
線
街
路
３
･２
･１
号
尾
駮

倉
内
線
と
立
体
交
差

3・
2・
3

鷹
架
南
幹
線
六
ケ
所
村
大
字

鷹
架
字
道
ノ
下
六
ケ
所
村
大
字

鷹
架
字
道
ノ
下

－
約
3,830ｍ

地
表
式

４
車
線

30m
幹
線
街
路
３
･２
･１
号
尾
駮

倉
内
線
と
立
体
交
差

幹
線
街
路
と
平
面
交
差

１
箇
所

3・
3・
1

千
歳
鷹
架
線
六
ケ
所
村
大
字

倉
内
字
笹
崎

六
ケ
所
村
大
字

鷹
架
字
道
ノ
上
大
字
鷹
架
字
内

子
内

約
9,060ｍ

地
表
式

４
車
線

25m
幹
線
街
路
３
･２
･１
号
尾
駮

倉
内
線
と
立
体
交
差

幹
線
街
路
と
平
面
交
差

１
箇
所

｢区
域
及
び
構
造
は
計
画
図
表
示
の
と
お
り
｣

理
由

本
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
土
地
利
用
を
勘
案
し
､
街
路
網
を
検
討
し
た
結
果
､
本
案
の
よ
う
に
計
画
し
､
都
市
機
能
の
維
持
及
び
増
進
を
図
る
も
の
で
あ
る
｡
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六

都
市
計
画
変
更
案
の
閲
覧

都
市
計
画
変
更
案
は
、
次
の
と
お
り
閲
覧
に
供
す
る
。

１

閲
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

六
ケ
所
村
企
画
調
整
課

横
浜
町
総
務
課

野
辺
地
町
建
設
環
境
課

２

閲
覧
期
間

平
成
二
十
二
年
四
月
十
七
日
か
ら
同
年
五
月
七
日
ま
で

３

閲
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
五
所
川
原
都
市

計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則

(
平
成
十
六
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二

十
一
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
の
日
時

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

二

開
催
の
場
所

五
所
川
原
市
役
所

五
階
第
二
会
議
室

五
所
川
原
市
字
岩
木
町
一
二

三

案
件

五
所
川
原
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案

(

以
下

｢

都
市
計
画
変
更
案｣

と
い
う
。)

四

公
述
の
申
出
等

１

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に

住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
別
記
様
式
に
よ
る
書
面
を
知
事
に
提
出
し
て
、
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
五
所
川
原
市

の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
す
る
。

３

書
面
の
提
出
期
限

平
成
二
十
二
年
五
月
七
日
ま
で
に
到
着
の
こ
と
。

４

書
面
の
提
出
先

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

五
所
川
原
市
建
設
部
都
市
計
画
課

五
所
川
原
市
字
岩
木
町
一
二

５

公
述
人
の
選
定

書
面
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
選
定
し
、
そ
の
旨
を
本
人
あ
て
通
知
す
る
。

五

都
市
計
画
変
更
案
の
概
要

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

(

都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン)

は
、

一
体
の
都
市
と
し
て
整
備
、
開
発
及
び
保
全
す
べ
き
区
域
と
し
て
定
め
ら
れ
る
都
市
計
画
区
域
を

対
象
に
、
青
森
県
が
広
域
的
な
見
地
か
ら
、
長
期
的
視
点
に
立
っ
た
都
市
の
将
来
像
を
明
確
に
す

る
と
と
も
に
そ
の
実
現
に
向
け
て
の
大
き
な
筋
道
を
明
ら
か
に
す
る
、
当
該
都
市
計
画
区
域
に
お

け
る
都
市
計
画
の
基
本
的
な
方
向
性
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

六

都
市
計
画
変
更
案
の
閲
覧

都
市
計
画
変
更
案
は
、
次
の
と
お
り
閲
覧
に
供
す
る
。

１

閲
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

五
所
川
原
市
建
設
部
都
市
計
画
課

２

閲
覧
期
間

平
成
二
十
二
年
四
月
十
七
日
か
ら
同
年
五
月
七
日
ま
で

３

閲
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
鶴
田
都
市
計
画

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
聴

会
を
開
催
す
る
の
で
、
青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則

(

平
成
十
六
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
一

号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

青 森 県 報������	
�� �� 号外第37号�� �
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
の
日
時

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

二

開
催
の
場
所

鶴
田
町
役
場

国
際
交
流
会
館
二
○
二
会
議
室

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
早
瀬
二
○
○

の
一

三

案
件

鶴
田
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案

(

以
下

｢

都
市
計
画
変
更
案｣

と
い
う
。)

四

公
述
の
申
出
等

１

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に

住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
別
記
様
式
に
よ
る
書
面
を
知
事
に
提
出
し
て
、
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
鶴
田
町
の
区

域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
す
る
。

３

書
面
の
提
出
期
限

平
成
二
十
二
年
五
月
七
日
ま
で
に
到
着
の
こ
と
。

４

書
面
の
提
出
先

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

鶴
田
町
建
設
整
備
課

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
早
瀬
二
○
○
の
一

５

公
述
人
の
選
定

書
面
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
選
定
し
、
そ
の
旨
を
本
人
あ
て
通
知
す
る
。

五

都
市
計
画
変
更
案
の
概
要

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

(

都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン)

は
、

一
体
の
都
市
と
し
て
整
備
、
開
発
及
び
保
全
す
べ
き
区
域
と
し
て
定
め
ら
れ
る
都
市
計
画
区
域
を

対
象
に
、
青
森
県
が
広
域
的
な
見
地
か
ら
、
長
期
的
視
点
に
立
っ
た
都
市
の
将
来
像
を
明
確
に
す

る
と
と
も
に
そ
の
実
現
に
向
け
て
の
大
き
な
筋
道
を
明
ら
か
に
す
る
、
当
該
都
市
計
画
区
域
に
お

け
る
都
市
計
画
の
基
本
的
な
方
向
性
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

六

都
市
計
画
変
更
案
の
閲
覧

都
市
計
画
変
更
案
は
、
次
の
と
お
り
閲
覧
に
供
す
る
。

１

閲
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

鶴
田
町
建
設
整
備
課

２

閲
覧
期
間

平
成
二
十
二
年
四
月
十
七
日
か
ら
同
年
五
月
七
日
ま
で

３

閲
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
六
戸
都
市
計
画

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
聴

会
を
開
催
す
る
の
で
、
青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則

(

平
成
十
六
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
一

号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
の
日
時

平
成
二
十
二
年
五
月
十
二
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

二

開
催
の
場
所

六
戸
町
役
場

二
階
大
会
議
室

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
前
谷
地
六
○

三

案
件

六
戸
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案

(

以
下

｢

都
市
計
画
変
更
案｣

と
い
う
。)

四

公
述
の
申
出
等

１

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に

住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
別
記
様
式
に
よ
る
書
面
を
知
事
に
提
出
し
て
、
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
六
戸
町
の
区

域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
す
る
。

３

書
面
の
提
出
期
限

平
成
二
十
二
年
五
月
七
日
ま
で
に
到
着
の
こ
と
。

４

書
面
の
提
出
先
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青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

六
戸
町
企
画
財
政
課

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
前
谷
地
六
○

５

公
述
人
の
選
定

書
面
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
選
定
し
、
そ
の
旨
を
本
人
あ
て
通
知
す
る
。

五

都
市
計
画
変
更
案
の
概
要

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

(

都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン)

は
、

一
体
の
都
市
と
し
て
整
備
、
開
発
及
び
保
全
す
べ
き
区
域
と
し
て
定
め
ら
れ
る
都
市
計
画
区
域
を

対
象
に
、
青
森
県
が
広
域
的
な
見
地
か
ら
、
長
期
的
視
点
に
立
っ
た
都
市
の
将
来
像
を
明
確
に
す

る
と
と
も
に
そ
の
実
現
に
向
け
て
の
大
き
な
筋
道
を
明
ら
か
に
す
る
、
当
該
都
市
計
画
区
域
に
お

け
る
都
市
計
画
の
基
本
的
な
方
向
性
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

六

都
市
計
画
変
更
案
の
閲
覧

都
市
計
画
変
更
案
は
、
次
の
と
お
り
閲
覧
に
供
す
る
。

１

閲
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

六
戸
町
企
画
財
政
課

２

閲
覧
期
間

平
成
二
十
二
年
四
月
十
七
日
か
ら
同
年
五
月
七
日
ま
で

３

閲
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
五
戸
都
市
計
画

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
聴

会
を
開
催
す
る
の
で
、
青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則

(

平
成
十
六
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
一

号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
の
日
時

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

午
後
四
時
か
ら

二

開
催
の
場
所

五
戸
町
立
公
民
館

三
階
第
三
研
修
室

三
戸
郡
五
戸
町
字
下
モ
沢
向
八
の
二

三

案
件

五
戸
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案

(

以
下

｢

都
市
計
画
変
更
案｣

と
い
う
。)

四

公
述
の
申
出
等

１

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に

住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
別
記
様
式
に
よ
る
書
面
を
知
事
に
提
出
し
て
、
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
五
戸
町
の
区

域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
す
る
。

３

書
面
の
提
出
期
限

平
成
二
十
二
年
五
月
七
日
ま
で
に
到
着
の
こ
と
。

４

書
面
の
提
出
先

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

五
戸
町
建
設
課

三
戸
郡
五
戸
町
字
古
館
二
一
の
一

５

公
述
人
の
選
定

書
面
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
選
定
し
、
そ
の
旨
を
本
人
あ
て
通
知
す
る
。

五

都
市
計
画
変
更
案
の
概
要

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

(

都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン)

は
、

一
体
の
都
市
と
し
て
整
備
、
開
発
及
び
保
全
す
べ
き
区
域
と
し
て
定
め
ら
れ
る
都
市
計
画
区
域
を

対
象
に
、
青
森
県
が
広
域
的
な
見
地
か
ら
、
長
期
的
視
点
に
立
っ
た
都
市
の
将
来
像
を
明
確
に
す

る
と
と
も
に
そ
の
実
現
に
向
け
て
の
大
き
な
筋
道
を
明
ら
か
に
す
る
、
当
該
都
市
計
画
区
域
に
お

け
る
都
市
計
画
の
基
本
的
な
方
向
性
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

六

都
市
計
画
変
更
案
の
閲
覧

都
市
計
画
変
更
案
は
、
次
の
と
お
り
閲
覧
に
供
す
る
。

１

閲
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

五
戸
町
建
設
課

２

閲
覧
期
間

平
成
二
十
二
年
四
月
十
七
日
か
ら
同
年
五
月
七
日
ま
で

３

閲
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
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発
行
所
・
発
行
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青
森
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長
島
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目
一
番
一
号

青
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刷
所
・
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青
森
市
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二
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目
一
番
七
七
号

東
奥
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刷
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式
会
社
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行


